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1

近年,国 際経済学 の分 野で 一連の労作 を矢つ ぎばやに発表 し,と みに活発 な

著 作活動 を見せ てい る ミュル ダールは,ま た また好著 『福祉 国家を越 えて』 を

著わ した。戦後国際経済問題 に対す る ミュル ダールの構想 は,す で に旧著 『国
の

際 経 済一 問題 と見 通 し一 』 に おい て,大 きな体 系 と して 素描 的 に 展 開 され た 。

本 書 もまた,こ の構想 の当 然 の深 化,発 展 と見 る こ とが で きる ので,わ れ わ れ

は,こ の 紹介 を,旧 著 『国 際 経 済 」 に おけ る問題 を思 い起 こす こ とか ら始 め よ

う。

『国際 経済 』 に お け る ミュル ダ ール の問題 提 起 は こ うで あ った 。 第 一 次大 戦

前 に くらべ る と,現 在 の世 界 各 国 間 の経 済 的 統 合 は極 め て 弱 い◎ 国 際 経 済 は統

合integrationよ りもむ しろ解 体disintegrationの 方 向 をた どって い る 。第 一 次

大 戦前 の国 際 統 合 は,そ れ が西 欧先 進 国相 互 間 に 限 られ てい た とは い え,現 在

よ りもは るか に 緊密 で あ った。 しか し現 在 で は,西 欧諸 国 の 国 際 統合 が 崩れ つ

つ あ るば か りで な く,さ らに西 欧諸 国 に対 す る低 開 発諸 国 お よび ソ連 圏諸 国 と

.い った 三 方 向に 解 体 傾 向 が 見 られ,そ れ が現 在 の国 際 経 済 の動 向 を特 徴 づ け て

(1)GunnarMyrdal,AnInternationalEconomr:ProblemsandProspects,HarPer&

Bros.,NewYork,1956,pp.xl+381.本 書 の紹 介 と して 拙 稿 日本 国 際 経 済 学 会 『国 際

経 済 』第9号,1957年 お よ び 中 村 広 光 氏 の書 評 「世 界 経 済 評 論 』1956年9月 が あ る 。
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い る。 この解 体 傾 向 に は 何か 根 深 い原 因が あ るので なか ろ うか 。

の
この課題 に対す る ミュル ダールの解 答は次 の よ うで ある。現在,多 くの西欧

先進 国は福祉国 家へ の道 を歩 んで い る。福祉 国家 とは,各 個人の社 会的 ・経済

的機 会等の実現 の理念 と,共 同責任を分担 しよ うとす る社会連帯意識に心理的

基盤 を置 いた,国 内の経済的 ・社会的統合が実現 された状態 で ある。そ の意味

で西欧先進諸国は福祉国家へ大 き く近づ きつつあ るとい うことがで きる。 しか

し福祉 国家への道 には重 大な矛盾があ る。それ は,福 祉国家の実現あ るいは国

内的経済統合が国際的経済統合を切 り崩す とい う相 剋性を もつ ことで あ る。 と

い うのは,福 祉国家の実現は,各 国に独 自の社会 ・経済体制 を作 り出 し,国 民
ナ シヨナ リステ イヴ ク

大衆 の政治意識 の向上 とともに,国 際関 係に おいて,自 己 防御 的 ・自国本位 な

政策 を打 ち出す傾 向を もつか らで あ る。 また一方,低 開発諸 国において も,自

国 の経済 発展 を 促進す るためには,そ れぞれ 国内的 経済統合 を 進 めね ばな ら

ず,そ れ がや は り自国本位 の風潮 を強 め るか らで あ る。現在 の国際的解体傾向

は,こ の よ うな国 内統合 と国際統合 の相剋関係 とい う観 点か らのみ正 しく理解

され うるので あ る。

以上が,ご く簡単 にい って,『 国際 経済』に おけ る ミュル ダールの問題把握

の態 度で あ った。

では,こ のよ うな矛盾,相 剋関係を打破す る方策 は なにか。残念 なが ら 『国

際経済』 には,そ れにつ いての積極 的提 言は与 え られ ていない。 また,何 か強.

力 な政策 勧奨 をす る ことは,ミ ュル ダールのそ こで の趣 旨では なか った。彼 は

そ の基本的観点か ら,こ れ まで の諸理論 を反省 し,批 判 し,ま た,各 国利害 の

調和 ・衝突 の実態 を冷静に分析す る ことに よって,将 来におけ る国際 協力 の基

盤 を準 備す ることが,科 学 の使命であ ると説 くのであ った。

わ た くしは 『国際経済」 を読了 した時,そ の構想 の壮大 さと現実説 明力 の強,

さにいた く打 たれた。 しか し,同 時に,そ こで分析 されてい る国際統合への障

害 の深 刻 さに一種 の不安 を禁 じえなか った。そ の よ うな深刻 な現実に 直面 して

はた して国際統合 の実現 は,実 際 問題 として可 能 なのであろ うか,と 。そ して

(1)G.Myrda1,ihid.,chs.2～3.
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くめ

今 度 の新 著 に よせ た 私 自身 の 最大 の期 待 は,新 著 が この 不安 に ど う答 え て くれ

て い るか,と い うこ とで あ った 。

2

こ こで 本 題 の 『福 祉 国 家 を 越 え て』 に 入 ろ う。 本 書 は,『 国 際 経 済 』 で の ミ

ュル ダ ール の構想 が西 欧先 進 諸 国 につ い て展 開 され た もので あ る。 ち ょ うど,
く　　

か れ の別 著 『経 済理 論 と低 開 発地 域 』 が,同 じ構想 を低 開 国諸 国 に焦 点 を合 わ

せ て展 開 した よ うに。

そ れ に して も,な か なか チ ャ レ ンジ ングな表 題 で あ る。 福 祉 国 家 を越 え て ど

こへ行 くとい うのか,な ぜ 行 くのか,あ るいは,な ぜ 行 か なけ れ ば な らな い の

か 。

結 論 を先 に い お う。福 祉 国 家 は 福 祉 国 家 に 止 ま る ことな く,福 祉世 界Welfare

Worldへ と脱 皮 しなけ れ ば な らな い。 これ が 表題 の 含 意 で あ り,本 書 の主 張 で

あ る。

で は,な ぜ そ うな のか 。 も しそ うしなけ れ ば,一 体 ど うな る とい うのか 。 こ

れ に 答 え る理 論 体 系 の 構築 が本 書 の主 要 内 容で あ り,ま た,こ の結 論 が 受 け入

れ られ る こ とが,福 祉 世 界 へ の道 を ひ ら く,と い うの が ミュル ダール の結 論 で

あ る。

まず 第 一 章 で 本書 の 問題 が提 起 され る。 現 在 は 計 画 経 済 の 時代 で あ る。 ソ連

圏,低 開発 諸 国 の計 画 経 済 につ い て は後 で ふ れ る こ と と して,現 在 の西 欧先 進

国(米 国 を含 む)は,半 世 紀前 に は思 い も及 ば なか った ほ ど大 き く,計 画経 済

の 方 向 に前 進 した。 しか しこの傾 向 は,必 ず し も これ ら諸 国 の政 府,議 会,一

般 大 衆 が計 画経 済 を望 ま しい もの と考 えてた ど った もので は ない。 む しろ,多

くの場 合(米 国 の 場 合 に は 特に 強 く),そ れ らの 国民 が,わ れ わ れ は 自由 経 済・

に 住 んで い るのだ と考 えつ つ,ま た,計 画 経 済 を 何 か 不 逞 な もの とみ なす イ

(1)本 書 につ い て は す でeヒ 山田 雄 三 教 授 の 短 い けれ ど も要 点 をつ い た書 評 が あ る。

『季 刊 理 論 経 済 学 』第7巻,第1号,1961年9月.

(2)GunnarMyrdal,EconomicTheor]andUnder-developedRegions,]Lρndon,1957.

小 原 敬 士 訳,G.ミ ュル ダー ル 「経 済 理 論 と低 開 発 地 域 』東 洋 経 済 新 報.昭34.
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デオ ロギ ーを持 ちつつ,そ のよ うな計画経済へ の道 をた どったのであ る。 ここ

に本書 の出発点があ る。 ど うしてそ うなった のか。現状は如何。そ の国際的 な

影響 は……。そ して将来 の見通 しは ……。

ここで本書は2部 に分 け られ る。第1部 「計画化へ の傾向」(第2～8章),

第2部 「国家計画 の国際 的意味」(第9～14章)。 第1部 は,い ま述べた4っ

の問題 の前 の2つ を取 り上げ,議 論 を国内的側面に集 中 しつつ,西 欧諸国 の経

済計 画(福 祉国家化)が どの よ うに して始 ま り(第2～3章),そ れ が どの よ

うな構造変化(政 治,経 済,社 会,心 理 の各面で)を 与 えたかが論ぜ られ る(第

4～7章)。 それは西欧諸国 の経済計画に関す る事実分析で あ り,同 時に,そ

れ を支 え る価値判 断(福 祉国家観)形 成過 程の分析で もあ る。 第2部 は後 の2

つの問題 を取 り扱 い,諸 国の福祉 国家化 の国際的諸影響が議論 され る。

第1部 の大要は こ うで あ る。現在,西 欧諸国に 見 られ る福祉 国家化あ るいは

経 済計画への傾 向は,い わ ば 自然発生的に生 じた もので あ って,決 して初 めか

ら国家当局の意識的 な行動に よって なされた もので はない。それは,た とえば

特殊利益 の擁護,あ る種 の緊急事態 に対す る対 処 とい った,限 られた一時 的 目

的 のための国家干渉stateinter>entionの 形で 発足 した。 しか し,各 種の国家干

渉が経済分野で増大 し,複 雑 の度 を加 えるにつれて,そ れ を調整 し,合 理化す

る必要が お きて くる。そ こに 中央計 画化へ の きっかけが作 られ る。 しか し事態

はそ の ままではす まない。経済体制 を支 える諸 条件 の変化一 国民 の態度 の合

理化,政 治の民 主化,市 場 の組織 化,政 治決定の地 方分権化 等一 とともに,

中央計画 は一層促進 され,ま たそ の内容 も変化す る(累 積的因果関係)。 そ し

て,そ の結果生 まれ たのが西欧諸国 の現経済体制(福 祉国家化)で あ り,そ れ

は最初には全 く意図 され なか った ものであ る。

さて,本 書の内容に即 して紹介を進 め よ う。 まず,そ のよ うな国家干渉 を必

要 に させ た事情は なにか。 それには国際 的要 因(第2章)と 国 内的要因(第3

章)が ある。国際 的要 因 とは,第 一次大戦に始 ま り,現 在 なお継続 してい る国

際 経済関係の不安定性であ る。各国政府 は,相 次 ぐ国際経済の不安 定に対 し,

自国 の労働者や 農民 の厚生 のために,ま た一般 的にい って,生 産 と消費 の安定

の ために,貿 易 ・為替の側面 のみな らず,経 済 の他の分 野において も,相 当思
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い きった干渉 を実施 しなければ な らなか った。 しか し,あ る危機が過 ぎ去 った

後 で も,そ れに対 処す る ことを 目的 と した 防御政策が完全に撤 回され る ことは

ほ とん どなか った。 とい うのは,一 方に おいて,国 家干渉は国内に新 しい利害

関係 を生み出 し,他 方において,国 際不安は次 の国際不安 を国民に予想 させ る

か らで あ る。 しか し,よ り重要 な ことは,国 家干渉の実行 が,自 由主義哲学か

ら古典派経済理論に うけつがれ ていた,現 実 の経 済制度 を 自然秩序 のあ らわれ

と考 え,現 状維持 を良 しとす る思想を,国 民大衆 に疑わせ る ことであ る。 国民

は,現 体制に疑 問を もちは じめ,「 行動 を通 して学び」(p.17),干 渉は可 能で

あ るとの思想 を受 け入れ るよ うに なる。

そ の良い例 が古典 的金本位制 の崩壊過 程であ る。古 い形 の金本位制 の復活は

現在望 み うべ くもない。 い まや金本位制 が機能す るた めの前提 た る自由貿易や

長 期 ・短期 の国際 資本市場が存在 しないばか りで な く,す べ ての国に,金 本位

制 のル ールの 自動的 な発動 を認 め よ うとす る思想 が,全 く見 られ ないか らで あ

る。すべ ての人び とは,国 内経済政策が金本位 の作用に制 限 を加 え うる ことを

知 ってい る。す なわ ち金本位制 を支 えていた国際 的な社会規範socialtabOoは

崩 壊 したので あ る。ひ とたび崩れた タ ブーは再建 し うべ くもない。

経済に対す る国家の干渉をひ き起 こした動機 と して,国 内的要因を も見逃す

わ けにはいか ない。第3章 は この国内的要 因を分析す る。 ここでの国内的要 因

とは市場 の組織 化傾 向であ る。

これ まで の 経 済理論は 完全 自由 競争 の仮定 一 原子論的 経済単位,市 場の
ソ 　 シ ア ル 　 プ レ 　 ム

社 会的基盤の不変性一 の上に立 っていた。 しか し,現 在ではそ の仮定は支持

で きない。 まず多 くの分野で,各 経済単位 は,技 術 的 も しくは(お よび)組 織

上 の理 由か ら,市 場に おけ る自己 の ウェイ トを増加 し,市 場価 格に影響 を与 え

うる力を獲得す るよ うに な った。そ の結果,市 場価格 は,次 第に,個 別経済単

位(生 産者,販 売者 等)の 行動か らの独立性 を失 い,市 場は,そ の関係者に よ

って意識的に 「規制」 され るよ うに なった(市 場 の組 織 化 傾 向)。 この傾 向

は容易に国家干渉を よび起 こす 。組織化 された市場 を混 乱か ら守 り,市 場支配

力 の強い経済単位 が他の経済単位の利益 を脅かす のを防 ぐ必要が生ず るか らで

あ る。
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さ らに,過 去 の経済体制 を支 えていた社会基盤に も大 きな変化 が生 じた。経

済発展 は単 な る経済現象では な く,社 会全体 としての発展一 教育 の普及,社

会的移動性 の増大,政 治の民 主化 等 々,経 済 ・政治 ・社会の各側 面におけ る合

理化一 の総合結果であ る。そ の間に,政 治の民 主化 ・意識の向上は,国 民大

衆に 自己 の利益擁 護 もし くは主張 の意識 と手段を与 え,機 会均等 の要求(特 に

低所得階層か らの平等の要求)を 強 め る。その結果,古 い社 会規範 は権威 を失

い,自 由主義経済を支えていた多 くの社会的 タブーは崩れ る。 そ して新 しい秩

序 のために各国は国家干渉 を余 儀な くせ しめ られ るのであ る。

さて,そ の よ うに国家干渉を きっかけ として 出発 した西欧経済計 画の内容 は

ど うか。それは どの よ うな問題 をは らむか。それが第4～7章 の問題で あ る。

第4章 は福祉国家におけ る政府 の役割を論ず る。

競争市場 の崩壊,独 占体 の出現 に対 し,そ れ を抑圧 し,自 由経済 を維持 しよ

うとす る方 向で の国家干渉はほ とん ど成功 しなか った。実際に行 なわれ たのは

国家 がそ の市場組織 化傾 向 を是認 した上で,そ の市場組織化傾 向を大衆 の利益

に調和す る よ うに規制,調 整す ることであ った。市場での掛け引 き力の弱い経

済 グル ープの強化政策一 た とえば一連 の労 働立法,農 民 保護政策一 がそれ

で ある。 この ことは,政 府 が経済 グル ー・プ組織 化の推進 者 とな り,ま た経済 グ

ル ープ間の交渉 ・協約に調停者 として介入す ることを意味す るが,し か し,そ

の よ うな政府の能 動的な作用 は次第 に少 な くなって きた。す なわち,市 場 の組

織化 が進み,グ ル ープ間の交渉が円滑 に進む よ うに な るにつれて,政 府 の役割

は,各 種 の組織化 された グル ープの 自主活 動を認 め る大枠 を定め,み ずか らは

それ を指導 ・監督す る とい うよ り高次 の機能 を果 たす よ うに なった。

か くして西 欧諸 国の経済構造は,各 種 の経済 グル ープが組織化 され,政 府(

中央,地 方)が 各 グル ープ間の利害 関係 を調整 者 ・調停者 と して まとめ てい く

とい う,組 織 国家organisationalstateの 構造 を とるよ うに なった。 この組織 国

家 の円満な運 営に とって重要 な ことは,国 民 大衆の民主的参加で あ る。 政治 ・

経済 の各 面において,組 織 の一員 としての 自覚を もつ 国民大衆 の積極 的 な参 加

をみなけれぽ,そ の よ うな組織 国家は少数独裁制へ移行す る危険 を もつ。 した

が って,組 織 国家に おいては,そ の よ うな人聞基盤 の確立 に絶え ざる努力 が必
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なので あ るが,そ の点で西欧 諸国(米 国は必ず しもそ ういえないが)は 大 体満

足 な成果 をあげ て きた。国民大 衆の民主的結集,そ れ が西 欧福祉 国家 の基礎 な

ので あ る。

第5章 で は国家干渉が経済計画へ発展 してい く過 程が分析 され る。 国際的 ・

国内的要 因に始発 された国家干渉,国 民 の態 度の合理化,市 場の組織 化,政 治

の民 主化等が累積 的 ・因果的に進展す るにつれ て,社 会構 造は複雑化 し,社 会

の各方面にいろいろな混乱が発生 しは じめ る。そ して,そ の よ うな状 態 を改善

す るための調整が,国 民大衆の代表機関た る国家当局に要 請 され る。調整 は計

画を導 く。 いな,む しろ調 整は計 画その ものです らあ る。 また,国 家が 国民 経

済 の調整 ・規制 に深入 りすれ ぽす るほ ど,長 期 ・短期の予想をたて る必要 にせ

まられ,ま た,予 想 に従 って政策を修正 しなけれ ぽな らな くなる。西 欧諸 国は

その よ うに して経済計画の道 をた どって きた ので ある。歴 史的事 実は以上 の説

明を裏付け る。完全雇用,所 得再 分配,関 税,租 税,教 育,衛 生,社 会保障 等

いずれの政策 を とってみ て も,す べ て最初 は特定 の 目的 のた めに実施 され,そ

れ が次第に全体 と して調整 され,そ して現在 の よ うに国家計画の内部 に統 合 さ

れ たのであ るQ

この よ うな福祉 国家の漸進的成 立が,同 時に世 論を統一す る傾 向を もつ こと

は注 目に値 いす る。た とえば所 得再 分配策 を とってみて も,最 初はそれ につい

て国民 の意見は分裂 したが,現 在では,再 分 配その ものに反対す る意見 は影 を

ひそ め,い くば くの金額を どの よ うに支出す るかが問題 となるにす ぎない。 他

の政策 につい て も同様であ る。 さらに,い わ ゆ る進歩的政策に対す る保守陣 営

か らの抵抗が弱 まるばか りで な く,左 翼か らの過 激な改革要求 も弱化す る。 と

い うのは,過 激 な手段 に訴 えな くて も,左 翼 の抱 く基本 目的を達成 す る各種 の

手 段が実行可能 にな って きたか らで ある。そ うい う意味で組織化 された 国家は

「社会化 され た国家」で あ る。そ してそ こにあ らわれたのは,「 意 識的 につ く

・られた社会調和」で あ って,そ れは,古 典的経済理論に想定 され ていた 自然秩

序 もし くは 「自然調和」 とは正反 対 の もので あ る。

第6章 は福祉 国家 におけ る個人 と国家 との関係の分析で ある。しこま述べ た よ

うに西欧諸国は組織化 され,社 会化 され た社会であ る。 自由企業 といえ ども,
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そ の活動 をは りめ ぐされ た国家統制 の網に よって拘 束 され てい る。個 人の権利

は いろいろな形 で制 限 され,し か も国民はその なかで生 きる ことに満足 してい

る。

一一見矛盾 した この状 態を説 明す るのは
,個 人 自由の制 限が,「 上」か ら与 え

られた ものでは な く,自 分達 の手で作 り出 した ものだ とい う,国 民大衆 の 自覚

で ある。個人権利 に課せ られた多 くの社会規制 は,国 民大衆 に新 しい権利 を与

え,貧 困 と無知 に よって閉 されていた道を新 し く拓 き,各 個人を脅やか してい

た多 くの危険を軽減す る。だか ら,国 民大衆は,そ れに 「不 自由」をで はな く

「自由」 を感 じるので ある。福祉国家を支え る基盤は,政 治の民 主化 と社会決

定 に対す る大衆参加 を通 しては ぐ くまれた,そ の ような国民 的 社 会 連 帯 意 識

nationalsolidarityな ので あ る。

ここでわれわれ は,福 祉国家の将来 を予想す ることがで きる。生活水準の 向

上 ・教育水準の上昇 ・社 会決定に対す る大衆参加 の滲透 とともに,国 家計画は

次第に 中央政府の手をはなれ て,地 方 分 権 化 す るで あろ う。そ の前兆 ともい

うべ き一例 をあげ よ う。最近,ス ェ ーデ ンに おい て,経 済 グル ープ間に不正協

定 が行 なわれ るのを防止す る 目的か ら,締 結 され た協定 を公的機 関に登記 し,

それを公報に発表す ることを義務づけた法律 が成立 した。そ の結果,各 経済 グ

ル ープは,自 己の独 占行動が国民大衆 の眼前に さらされ,国 民 の批判 と国家当

局 の干渉 を蒙 る ことを避 け るために,各 自が監視機 関をつ くり,自 己の独 占行

為 を 自主 的に取 り締 まるよ うに なった。すなわ ち,国 民 の連帯意 識の向上が,

大 衆に よる社会統制 を可能 に し,中 央政府が国家計画にイ ニシ ャテ ィブを とる

必要は漸減す るので あ る。福祉 国家 を内容づけ る実際の仕事 の多 くは,各 種 経

済 グル ープお よび地 方政府の レベルで,大 衆参 加の もとで取 り運 ばれ る。そ し

て中央政府は,そ れ ら下の レベルで行 なわれた決定 ・要求 を調整 して,国 家全

体 と しての調和 をつ くり出す よ うに努 力すれば足 りる ことに な り,中 央政府が

国家計 画に戦略 的役割 を果たす ことはな くな るで あろ う。

さて,以 上の議論か ら理想的 な福祉国家,合 理 的な経済計 画は,正 しい意味

での民主主義 に立脚すべ きこ とが示唆 され るわ けで あ るが,第7章 で は,未 熟

な民主主義が福祉 国家の実現 ・合理的経済計画 の進展 を妨げ る危険が指摘 され
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る。

現在の西欧諸国が正 しい民主主義 に立脚 してい る とは必ず しもいえない。 国

民 は常に正 しい情 報 を提供 され,真 の利益 を 自覚 してい る,と はいえず,し た

が つて,か れ らは多 くの場合,だ まされやす い。 また,政 治的 ・経済 的決 定へ

の大衆参 加が完全に行 なわれ てい るとはいえず,し たが って往 々に して少数独

裁 にな りかね ない。そ してそれ らは国家計画 の合理性 を危 くす る。 その例 は多

い。所得再分配政策の悪用,大 企業 の脱 法行 為,政 治献金,悪 質の宣伝 等はそ

の一部であ る。

この観 点か らみれ ぽ,西 欧諸国の 「つ くり出 され た調和」 は完全で ない こと

がわか る。国家計画は往 々に して強力 な発言力を もつ グル ープにひ きず られや

す く,日 蔭に住む国民の意思 は無視 されやすい。 しか し,だ か らとい って,西

欧諸国が これ まで の福祉 国家へ の道 を断念 して,過 去 の体制に方 向転換す るこ

とは許 され ない。残 され た道は福祉国家の完成 に努 力す るだけであ る。 そ して

い ま述べ た ような欠陥を除 くための根本的 な方途 は,国 民の啓蒙,教 育水 準の

向上,大 衆参 加の滲透 をおいて他にはない。 要す るに,福 祉国家の完成 には民

主主義 の確立が必要であ り,民 主主i義の確立のためには 国民大衆の啓 蒙が必要

であ る。

第8章 で は,ソ 連 お よび低開発諸 国の経済計画が展 望 され る。 それ は,以 上

にのべ た西欧諸国の福祉 国家 としての諸特徴を対 照的には っ き りさせ るであろ ,

う。

ソ連の経済計画は,産 業 の国営,農 業の集団化 には じま り,中 央政府が 一切

の計画決定 をなす とい う意味で,中 央集権的であ り,一 元的であ る。 低開発諸

掴 では,ま ず 経済水 準をひ き上げ る との至上命令か ら経済計画が要求 され,経

済計画が諸統制 の調整 とい う形で要求 され る西 欧のそれ とは根本的に違 う。

ソ連,低 開発国のいずれ にせ よ,そ の経済計画 には問題があ る。 ソ連 につい

てい えば,計 画が国民の支持 を うるために,ま た行政活動の能率 化のために,

西欧の場合 と同様に,計 画決定の分権化が必要で あ る。 しか し現在の ような中

央集権的体制 の もとで は,分 権化は困難 であろ う。か りに成 功 した と して も,

それ には10～20年 の期間 を要す るで あろ う。
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低 開発 国 の 問題 は さ らに深 刻 で あ る。 か れ らは西 欧民 主 主 義 を形 式 的 に は 継

承 して い るが,そ の 民 度,社 会 制 度か らい っ て,そ の実 質 は 西 欧 民 主 主義 とは

ほ ど遠 い。 したが って,低 開 発 国 の 経 済 計画 は一 種 の権 威 主 義authoritarianism

を と らざ るを え ない で あ ろ う(し か し ソ連流 に は な る まい)。 さ らに 困難 な こ

とに は,政 治 の 下 部 組 織 が 弱 体で あ る。 だ か ら低 開 発 国政 府 は,一 方に おい て

民 主 主 義 の 育成 に努 め て,政 治 の 下 部 組 織 を確 立 し,他 方 に お い て,中 央 政 府

が 経 済 計 画 を意 識 的に 作 成 しつ つ,そ れ を下 部 組織 に 次第 に委 譲 してい くとい

う多 方 面 の 努 力が 要 求 され るので あ る。

3

第2部 へ進 ま う。福 祉 国 家 の 発 展 が世界経済に対 して もつ意味 が分析 され

る。 まず第9章 で は過去50年 にわ た る国際経済の動 きが概観 され る。

この期間の当初 は,一 方におい ては,西 欧諸 国相互 間の緊密 な結合 と,他 方

においては,植 民地の貧困 と停 滞に よって特徴づけ られ ていた。 しか し,第 一

次大 戦後,西 欧諸国 の地域結合は崩れ,第 二 次大戦後 には植民地体制 の崩壊が

は じま り,母 国 と植民地の関係が解体 した。 それ に冷 戦が加わ る。か くて,こ

の半世紀 問の国際的解体傾 向は決定的で ある。そ こで問題は こ うで あ る。そ の

原 因は なにか。それで良 いのか。 その対策は ……。

第2部 の構想は次の通 りで あ る。 国際経済の解体傾 向は,そ の真因を西欧の
ナシ ヨ ナ リステ イツ ク

経済計画 ・福祉国家化に もってい る。経 済計画は本質 的に 自国本位 とな りが ち

で あ り,さ らに また福祉 国家の理念は植 民地主義否定 の思想 を培養せずにはお

か ない(植 民 地体制 の崩壊 を共産 主義 の煽動 と見 るのは短見 もは なはだ しい)。

と もあれ,国 内統合は国際的解体傾 向をひ き起 こす。 この ジ レンマを解決す る

道 は なにか。 それには,国 際統 合 一 福祉世界 の 実 現を図 る 以外には 方法は な

い。 なぜそ うか。 国際的解体は窮極 的に各国経済に不利 を もた らす とい うのが

その理 由であ る。 もちろん福祉世界 の実現には多 くの 困難が あ る。 しか し,そ

の困難 の実体 を見 きわ め,そ れ 以外には真の解決策はない とい う論理 を各国民

が冷静 に理解す るとき,福 祉世界への道がひ らけ るのであ る。

以下 に おいて本書 の叙述に従 ってその説明を きこ う。
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第10～11章 では 以上の構想 が西 欧諸 国に即 して展開 され る。

西欧の福祉 国家が対外的に 自国本位にな る理 由は 明 らかで あ る。かれ らは相

つ ぐ国際危機 に対 して 自国経 済を防衛す る政策 をとって きた(そ れが福祉国家

へ の動機 のひ とつであ った)。 危機が去 って も,そ の防衛策 は残存す る(し か

も新 しい利害 関係 をつ くり出 して)。 やが て防衛 策は整理 ・調整 され るのであ

るが,し か し,そ の調整は,自 国本位の観点か らのみな され,国 際関係への影

響は顧慮 されず,し たが って,国 際統合の観点か らは有害 な形で行 なわれた。

同様に,福 祉 国家 の経済計画は,自 国民の利益が 中心 となって,他 国民 のそれ

を顧慮 しない。 また国内経済の動 きについては,予 測 も対策 もたて易 いが,国

際 経済の場ではそ うはいか ない。 要す るに,福 祉 国家の 国際計画 は本質的に ナ

シ ョナ リステイ ックであ り,保 護主義的で あ る。

福祉 国家 の この よ うな性格 は,そ の基礎 を社 会制度,国 民の心理のなか に も

ってい る。 まず制度的基礎 について。福祉 国家の制 度は,各 方面の複雑 な利害

闘 係の調整 ・組織化か らは じまった。 そ して,「 つ くり出 され た調和」 が結局各

自の利 益であ ることを,国 民は知 ってい る。 これ に対 して,国 際協力に よって

もた らされ る利益 は,た とえそれがいか に大 きな もので あ るにせ よ,特 定の個

人 もし くは グル ープに帰属す るとい った ものでは な く,多 くの場合,国 民全体

に ひろ く分散 され る性 質の もので あ る。そ の意味で国際協 力の利益は国民には

あ ま り理解 され ない。 さらに また,国 内問題で は政府が調停者 としての役 目を

果 たす ことに よって,国 内統合の利益が証 明 され るけれ ど も,国 際問題ではそ

の よ うな調停機 関はほ とん どな く,あ って もは なはだ微力であ る。 したが って

国際協力の実 もあが らない のであ る。心理 的基盤につい て。 福祉 国家に住 み,

民主的に国家計画に参加す る国民大衆は,当 然の ことなが ら,自 分たちに身近

か な問題 にそ の関心 を向け る。 そ こに国内的連帯意識がは ぐ くまれ,そ れが福

祉 国家 を一・層発展 させ る。 しか し,国 際問題 は,多 くの国民 に とっては,他 人

の 問題であ り,国 際連帯意 識な どは非実際的 な夢に しかす ぎない。 それ ゆ え社

会連帯意 識 とい うものは,な か なか国境を越 えないのであ る。 それ ばか りで な

や 。人間感情 の非合理性がそれに拍車 をか け る。人 の欠点は長所 よ り目につ き

や すい。 暗い ニ ュースの方が 明 るい ニ ュース よ りも大衆の興味をひ く。 また人
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び とをあ ることに反対 させ る方が賛成 させ る よりもや さしい。 この よ うな非合

理 な人 間感情 が,た とえぽ国際機関 のスキ ャ ンダルや紛争が大 き く報道 され る

のに くらべ て,そ の積極的貢献が 軽視 され る事 実にあ らわれ る。 あ る種 の保護

貿 易や移民制限政策が この ような感情に支配 され ている ことも明 らかで あ る。

同 じ感情は,外 交問題 において強硬論の方が 国民の人気 をえやす く,ま た,安

易 な愛国心が好 戦的に走 り易 い傾 向を説 明す る。

では 国際協力,国 際統合 への道 は 閉 され て い るのか 。 否,そ の道は 存在す

る。そ の理 由は2つ あ る。 まず,経 済的 ナシ ョナ リズ ムは長期的,窮 局的には

すべ ての国の利 益に反す る。そ の意味で各国は結局国際統合へ の道を進 まざる

を えない。ただ,す で に述べ た諸理 由か ら,国 家主義の不利 ・国際協 力の利益

が各国民に了解 され ないでい るだ けで ある。第2に,思 想 的理 由6福 祉国家の

社会連帯意識は 自由 ・平等 ・友愛 をその実質 内容 とす る。それは決 して 自国民

にのみ限定 され るものでは な く,本 質的に ひろ く全世界の国民の上に拡大 され

るべ きものであ る。社会連帯意識が 国際的規模に拡 大 ・充実 した とき,福 祉世

界 が実現す る。現在,社 会連 帯意 識が そ こまで 発展 しないのは,対 外不信が国

際的不安定を もた らし,そ れが一層の対外不信 を よぶか らであ る。 しか し,不

信が 不信を よぶ と同様に,信 頼は信頼を よぶ 。 この観点か らす れば,現 在 の国

際関係に諸 国の反省 を要す ることのあ ま りに多 い事実に気づ くはずであ る。 と

もあれ 国際協力の可能性は立派 に存在す る。

これ までの議論は もっば ら西 欧先進諸 国にそ の焦点を合わせ て きた。 ここで

視 野をひろげ て,低 開発国問題 どい う最近 の情勢 を考慮す る とき,は た して ど

の よ うな ことが いえるであ ろ うか 。第12章 以下は,そ の意 味で,先 進 国一低開

発 国間の諸問題 を取 り扱 う。

第12章 では低 開発 国の経済計画の特質が分析 され る。福祉 国家におけ る経済

計 画が 自国本位に な りやすい ことはすでに説 明 した。そ の点で は,低 開発国の

場 合 も同様であ る。い な,む しろ先進諸 国の場合 よ りも一層 ナ シ ・ナ リス テイ

ックにな りやす い特殊事情があ る。先進国は,ま ず それ らの特殊 事情 を正 当に

認識 しなければ な らない。

まず 明 らか な よ うに,低 開発国の多 くの産業は,い まだ十分 な対外競争 力を
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もつにいた っていない。 この点で低開発 国は先 進国 と決定的 に違 ってい る。低

開発国の貿易政策が保護主義 の傾 向をとるのは当然であ る。 しか し,そ れ は先

進 国が 保護貿易政策 をとって も良い ことを意 味 しない。先進 国は低開発 国の保

護政策 に よって大 きな影響 を受 け ることは ないが,低 開発国は先進 国の保護政

策に よって甚 大 な影 響を うけ るとい うのが,そ の理 由であ る。 したが って,先

進 国は 自由貿易を原則 とす るが,低 開発国には保護主 義を認 め るとい う・,貿易

政策基準の二 重性doublestandardofmoralityofforeigne◎onomicPOIieyの 必

要が認め られ なければ な らない。

さ らに,低 開発国のナ シ ョナ リズ ムには政治的理 由があ る。かれ らは もとも

とナ シ。ナ リステ ィックな国民感情 に支 え られて,植 民地か ら独立国へ と脱皮

したが,独 立後に もなすべ き多 くの課題 を背 負ってい る。国内統合 を完成せね

ぽ な らない。多 くの旧弊 ・社会的硬 直性 を打破 しなければな らない。国民大衆

を絶望 と虚脱状態か らひ き上げ,経 済発展の希望に 目覚め させ,進 取 の気性 と

協 同精神 をつ ちかわ なければ な らない。その よ うな課題に取 り組むために,政

治指導者が ナ シ ョナ リス テ ィヅクな国民感情 を利用す る ことは,け だ し当然で

あ る。 しか しなが ら,そ のナ シ 。ナ リズ ムに も行 き過 ぎの危険 の ともな うこと

が看過 され ては な らぬ。低開発 国は独立 をか ち とった とはいえ,い ぜん貧困の

なかに おかれ てい る。貧 困の苦 しみは,か っての支配者に対す る憎 悪感に転化

しやす い。他に も低 開発 国が排他的に な りやす い理 由が多 くあ るが,要 す るに

低開発国の排他感情 が国際関係を不安に し,国 際不安 が排他感情 をあ お りたて

るとい う悪循環 を招 きやすい。その好例が外 国財産 の国有 ・没 収の場 合にみ ら

れ る。低開発 国の排他感情→外国財産の没収→先進 国側の不信→国際関係の悪

化 →外国援助 の停止→低開発国発展計画の齪鯖→一層 の排他感情 の刺激,と い

った悪循環 がそれであ る。

一方
,低 開発国の ナ シ。ナ リズ ムに対す る先 進国の立場は極 めて弱 い。植 民

地 の独立が国際不安 を よぶ危険があ るとい う口実で,先 進国が植 民地体制 の復

活 もし くは維持を図 ることは論 外で あ る。先進 国が武力に よって植民地時代の

権益 を守 ること も不可能で あ る(最 近の例では アル ジェリアでの フラソスの経

験 がそれ を証明す る)。 さらに,低 開発国の 「友好」政府に軍事 的 ・経済的援
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助 を与 え る懐柔政策 も永続 しえない。それが,た とえ一時 的には有効であ った

と して も,結 局,政 府 と民 衆を遊離 させ,国 内に政府 に対す る疑惑 と批判 をひ

きお こし,民 主国家の基礎 を危 うくす るだけであ る。要す るに,ひ とたび植 民

地体制 が崩れ るな らば,先 進国はその旧植民地 に 自己の意 思を強要す る手段を

もたないのであ る。

で ば,国 際統合 ・福祉世界 の実現は運 命的に不可能 なのであ ろ うか 。われわ

れ はその よ うな運命論に組す ることはで きない。歴 史は運 命的に決定 され てい

る ものでは な く,人 間に よって作 られ るものであ る。 これ までの議論か らもわ

か るよ うに,市 場 の 自由活動は,自 由主義的経済学 の教 える ところ とは違 って

決 して調和 の とれ た経済をつ くり出 さなが った。 しか し,先 進諸 国は,自 由 ・

平等 の理念を基礎 とす る社会制 度に よって,立 派 に 「調和」 をつ くり出 したの

で あ る。 同様 に,国 際関係において も,「 調和の創 造」は不可能ではないはず

で あ る。 明 らか にそれは 困難 な仕事で あろ う。 しか し,そ れはすべ ての国の回

避 しえざる仕事で あ る。そ こで次の問題がで て くる。国際協力のための努力は

いかな る方向に進 め られ るべ きか。それ が第13章 の問題であ る。

第13章 では国際協力 を推進す るために,先 進 国 ・低開発国の努力すべ き方向

が具体的に述べ られ る。

一般論 として次の よ うにい うことがで きる。 まず先進 国につ いてい えば,先

進 国は低開発国側 が多 くの事情 か らナシ ・ナ リステ ィックに な らざ るを えない

理 由に十分 な理解を もち,低 開発国 の真の利 益に合致す るよ うその政策 を変 え

ていか なければな らない。そ して,そ の思想 的用意 は先進国側にすでに準備 さ

れ ているのであ る。す なわ ち,西 欧福祉 国家の理 念一 自由 ・平等 ・友愛

がそれで ある。 また低開発国側につい てい えば,一 見逆説的に見 えるが,低 開

発国 の強 化が世界安定 に役立 つ。 とい うのは,国 際社会の一員 と しての意識は

世 界 に対す る強い発言力 と責任か ら生 まれ るか らで あ る。

この観点に たてば,低 開発国につい て多 くの ことをい うことがで きる。現在

低 開発国 の相互孤 立が 目立 ってい る。かれ らは相互協力 に よって,国 際社会で

もっと大 きな力 を もたなけれ ばな らな い。経済問題 に即 していえば,た とえぽ

低 開発諸国 の発展計画 を,相 互補完的 な経済構造をつ くり出す よ うに調整す る
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ことが望 ましい。低開発国相互 の国際分 業 を拡 大すべ きで あ る。 また,低 開発

個 が協力 して,先 進 国 に対 して,特 定産業 の保護を 実施す るの も有効 で あろ

う。 ともあれ,低 開発国間の協力関係の欠除は反省 されなければな らない。 し

か し考 えて見 るまで もな く,そ の よ うな相互孤 立化は,多 分に,先 進 国の過去

の政策(母 国の植 民地政策)に よった ものであ り,ま た早急に解消 し うるもの

で はない 。それゆ え,低 開発国 の対外政策 として望 ま しい方 向は,ま ず先進国

との経済 関係を維持,拡 張 し(そ れは経済発展に必要 な資本財の獲得のために

も不可欠であ る),同 時に,低 開発国間の協力 関係 をつ くり出す ことで あ る。

先進国につい ては大いに批判 さるべ き点が極 めて多い 。先進国は低開発国側

の真の欲 求をあ ま りに も知 ろ うと しない。具 体的にいお う。 まず貿易政策 につ

いて。先進国側 の対低 開発国政 策は極 めて 自己本位的,近 視眼的にす ぎる。低

欄 発国は しば しば不要 ・不急 の商品 を押 しつけ られてい る。米国の石油業界 ・英

『国の繊維業界の利害 が米英
の貿易政策に大 き く影響 してい る周知 の事実は 別 と

して も,米 国対外技術援助 機関が,ア メ リカ水産物罐詰輸 出業 者利益保護 のた

めに,東 南 ア ジア水産業援助 に二 の足 をふんで い るとい うニュースは,多 くの

人び とに とっては シ ョックで あ ろ う。低開発諸 国の最 も望んで い る第=一次生産

物 世界市場価格安定のための対 策がす こしも進展 しない大 きな理由の一 つは,

先進 国側 にその安定化 を不利 とす るグル ープが存在す るか らで あ る。つぎに国

'際資本移動について
。低開発国の明瞭 な資本不足 の現状 に もかかわ らず,先 進

属 か らの 資本移動 は極 めて弱 く,低 開発国の経 済発展の希望を挫折 させ よ うと

してい る。現在,世 界銀行 がその仕事 に先駆的役割 を果た してい るが,そ れだ

けでは不十分で ある。先進国資本を動員す る多 くのチ ャソネルが必要で あるC

現 在の ところ早急 な解決策は見当 らない)。 経済援助につい て。現在,相 当程度

の経済援助が行 なわれ てい るが,そ れについ て も反省すべ き点が多 い。 まず,

現在の よち に援助 負担の大部分 を米国一国に負わせ る ことは賢 明で ない。援助

授与 国が一国 に片寄 る ときには,政 治的 ・軍 事的な ヒモのつ く危険が生 じ,ま た ・

援 助 が真 にそれ を必要 とす る国へ向け られ な くなるおそれがあ る。経済援助が

真 に生か され る当面の手段 と して,援 助 目的を次の三 つに限定す る ことが有効

』で あろ う
。(1)食 料不足に対す る援助(肥 料,農 業用器材 を含む),(2)医 療
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・衛生 ・教 育 ・技 術に関す る援助,(3)社 会的一般 資本に対 す る援助 。そ して

その援助は国際機関に よって実施 され,そ の費用は先進国側の共 同負担 とす る

べ きであ る。そ うす ることに よって,低 開発 国援助が先進国側 の特定国の利 益

に左右 され る危険 は回避せ られ,国 際連帯意識 の確立に貢献す るで あろ う。

4

1

す でに明 らか な よ うに,本 書の議論 は国 内統合 と国際的解体の ジ レソマは福

祉 世界 の実現に よって解消 され なけれ ばな らない とい うのであ った。わ た くし

は この紹介文 の始 めに,国 際統 合の実現は実際問題 として可 能 なのか とい う疑

惑 の念を表明 した。 ここでわた くしは,こ れに対す る解答 それは本書 の各

章 に断片的に述べ られ てい るが を,本 書 の結論にあた る第14章 に求 めて,

この紹介を終わ りたい。

確か に国際統合の実現は困難で あ る。それは 自然にで き上が る ものでは な く

意 識的につ くり出 されなけれ ば な らない ものであ る。そ してそれ は決 して不可

能では ない。現に,多 数 の国際協力機 関が存在 し,活 動 してい る。た とえば,

経 済面に 限 って も,国 連 の 経済社会 理事会 をは じめFAO,ILO,国 際 通 貨基

金,世 界銀行,GATT,各 種技術援助機 関等 々。 残念なが らその 実績が大 きか

った とは決 していえない。 しか し,だ か らとい って,国 際統合が不可能 と結論

す る ことはで きないので ある。われわれは,た とえ実績があが らなか ったにせ

よ,そ れを廃止すべ しとす る声 が世界 のいず こか らもあが らない とい う事実 を

忘れ てはな らない。た とえぽ,過 去 の一事実 とされ やす い国際連盟 も国際連合

の形で存続 してい るので あ り,ブ レ トソ ・ウ ッヅ協定に よって死刑の宣告 を う

けた国際決済銀行で さえ,西 欧 支払 同盟の 中心機 関 と して活動 しているのであ

る。ひ とたびつ くられ た国際機関はほ とん ど消滅 しない。 この驚 くべ き現実を

説明す る根本理 由は,各 国民の心底 に,表 面上の ナシ ・ナ リズ ムに もかかわ ら

ず,国 際協力の理想 が流れ てい るか らであ る。 ナ ショナ リズ ムが現実の力 であ

ると同様に,国 際協力 の理想 もまた現実に作用 しているので あ る。国際協力 を

推 進す るためには,そ のか くれ た力 を強化せね ばな らない。そ こで必要 な こと

は,た とえいか に小 さ くとも国際協力の可能性 を さが し出 し,実 績 を積み上げ
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る こ とに よって,そ の理想 を培 養 してい くことで あ る。 そ の 点 に おい て 最 も重

要 な こ とは,国 際 協 力 へ の努 力 は,ま ず第 一 に西 欧 諸 国 が そ れ を実行 しな け れ

ぽ な らぬ とい う ことで あ る。 これ まで 国 際 協 力 の実 が あ が らなか っ たの は,ひ

とえに 西 欧諸 国 の ナ シ 。ナ リズ ムの ため なの で あ る。 西欧 諸 国 に くらべ る と,

国 際 協 力 へ の 低 開 発 国 側 の努 力は 大 きか った 。 しか し,そ の努 力 も西欧 先 進

国 の抵抗 に あ っ て無 為 に帰 した ので あ る。 で は 西欧 諸 国 の ナ シ 。ナ リズ ムを 打

破 す る方 策 は な にか 。 それ は,最 も深 い意 味 に おけ る,西 欧 諸 国民 の啓 蒙 一

国 際 協 力 は決 して 自国 の利 益 に反 す る もので は な く,逆 に 国際 不 協 力 こそ 自国

の利 益 を危 う くす る ものだ とい う認 識,そ して,自 由 ・平 等 ・友 愛 とい う人 間

理 想 の国 際 的拡 大 で あ る。 そ して この こ とは 当 然 西欧 諸 国民 に期 待 して し

か るべ き もの で あ る。 ふ た た び繰 り返 えそ う。 「歴 史 は人 間 が つ くる もので あ

る」(p.165)。

最 後 に 一 つ だ け読 後 感 を しるそ う。わ た くしは 本 書 に,科 学 者 と しての ミュ

ル ダ ール と,人 間 と して の ミュル ダ ール の統 一 を見 い 出 した 。 国 内統 合 と国 際

的 解 体 の 矛盾,国 際 協 力阻 害 要 因の 分析 は,科 学 者 と しての仕 事 で あ り,国 際

統 合 の努 力 を西 欧諸 国 に 訴 え るの は,西 欧 の一・市 民 と して の ミュル ダ ールの 自

覚 を 表 明 して い る。わ た く しは 本 書 に よっ て,科 学 者 の使 命 とい った問 題 を あ

らた め て考 え させ られ た 。 しか し,そ の よ うな大 きな問題 を持 ち 出す まで もな

く本 書は,日 々生 産 され る多 数 の文 献,精 緻 を誇 る理 論 分 析,精 力 的 な実 証 分

析,そ れ らに圧 倒 され 勝 ち な研 究 者 に,国 際 経 済 学 とは どん な問題 を も ってい

る のか に つ い て,多 くの 示 唆 を与 え るで あ ろ う。.




